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 鴨川市小湊さとうみ学校の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

をここに公布する。 

  令和８年３月 31 日 

         鴨川市長 佐々木 久之   

 

鴨川市規則第 19号 

   鴨川市小湊さとうみ学校の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する

規則 

 鴨川市小湊さとうみ学校の設置及び管理に関する条例施行規則（令和３年鴨川市規則第

38 号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項第１号中「市外利用者以外の者」を「市民」に改め、同項第２号中「市外

利用者」を「市民以外の者」に改める。 

 別記第１号様式の表備考を次のように改める。 

備考 

１ 宿泊を伴って客室を利用する場合は、利用者の名簿を添付してください。 

２ 「４ 利用者区分及び利用人数」について、勝浦市に住所を有する者の「市内・

市外」の区分は、市内とします。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


